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市川市下水道事業経営戦略進捗状況報告（令和６年度決算） 

下水道部 下水道経営課 

1. 市川市下水道事業経営戦略の概要

1）進捗状況公表の背景
本市では、下水道事業の継続的かつ安定的な事業運営のため、平成 30 年 4 月より地方公営企業法の財務規定を適用

する公営企業会計へ移行し、令和 2年 3月に、「市川市下水道事業経営戦略」を策定しました。 
本戦略では、事業目標を設定し、計画期間を令和 2 年度から令和 11 年度までの 10 年間としています。また、進捗管理

は、PDCAサイクルに基づき、各期末に見直すこととしておりますので、令和６年度末時点の取り組み内容について、進捗状況を
評価し報告するものです。 
なお、本戦略は令和 6年度末に改定を行っており、令和７年度決算以降は、改定後の経営戦略を基に進捗状況の報告を

行います。 

2）経営戦略の位置づけ

本戦略は、「市川市総合計画Ⅰ＆Ⅰプラン 21」及び「市川市下水道中期ビジョン」の下、市川市各関連計画や千葉県江
戸川左岸流域下水道計画と連動し、今後の下水道事業の経営の根幹となるものとして位置づけ、中長期的な事業運営の指
針とします。 
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3）経営基本方針 

本市では、平成 26 年に策定した「市川市下水道中期ビジョン」において、本市下水道の基本理念を「未来につながる下水
道 うるおいとやすらぎのまちを目指して」と設定し、その理念を実現させるために「市川市下水道中期ビジョン」の目標を「安心で
快適な下水道の礎を築く」とし、3 つの方針を掲げています。 
本戦略ではその 3 つの方針に基づいた施策の実効性を高めるために、下水道事業運営の基本方針を財政の健全化と投資

の効率化による「経営基盤の安定化」としています。 
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2．事業の具体的な取り組み内容 
1）下水道施設整備 
令和６年度末時点での下水道施設整備状況は次のとおりです。 
事業 施設区分 数量 備考 
下水道 管路施設 636km  

処理場 1 か所 菅野終末処理場 
ポンプ場 12か所 菅野ポンプ場、真間ポンプ場、大和田ポンプ場 他 9施設 

（市川南ポンプ場は、現在整備中） 
 
2）事業運営内容 
令和６年度末時点の各事業の取り組み内容および実施状況は次のとおりです。 
 

① 事業計画 
事業名 取組内容 実施状況 

未普及対策 
事業 

臨海部の工業系用途地域等を除く 
市街化区域の優先整備 

市北部を中心に、下水道の概成に向けた整備を継続 

令和６年度末実績 汚水処理人口普及率 80.2％ 

DB方式(設計・施工一括発注方式)等の 
整備量拡大手法の導入 

北方地区（令和 2年度～）に続き、国分地区 
（令和 5年度～）において導入 

浸水対策 
事業 

浸水実績が多い市川南、高谷・田尻地区の
整備優先区域における雨水管路施設や 
ポンプ場の整備 

【市川南地区】・市川南ポンプ場・幹線管渠等の整備

を継続 

【高谷・田尻地区】・幹線管渠の整備を継続中 

令和６年度末実績  

整備優先区域における雨水管の整備率 15.2% 

浸水への備え、緊急対応の周知等の 
啓発活動 

広報に大雨や台風についての事前注意喚起を掲載 
令和 2年度～６年度 毎年度 1回 

総合地震 
対策事業 

 

下水道総合地震対策計画の策定 短期計画（平成 28年度～）に続き、 
中期計画（令和 3年度～）を策定 

管路施設の耐震化(分流式汚水・合流式 
管路施設) 

緊急輸送路や避難所に至る道路において、管路施設

の耐震化を継続 

令和６年度末実績 

総合地震対策計画による管渠施設の耐震化率 91% 

長寿命化 
事業 

 

下水道ストックマネジメント計画の策定 計画を策定（令和６年度第２期）、施設の老朽化が著

しい菅野処理区で管路の改築を継続 

令和６年度末実績 

菅野処理区下水道長寿命化対策率 6％ 

排水ポンプ施設の調査点検、 
改修計画改定、改修の実施 

排水ポンプ施設についても計画を策定（令和６年度

第２期）、改修を継続  

令和６年度末実績 押切ポンプ場を改修完了 
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② 維持管理および経営基盤の構築 
事業名 取組内容 実施状況 
維持管理 汚水管渠に浸入する不明水の調査・対策 令和 2～６年 調査・浸入水対策実施 
経営基盤の 
構築 

適正な下水道使用料水準の検討 令和 5年 4月 下水道使用料の改定 
下水道使用料収納率改善の取り組み 徴収一元化、滞納整理の実施 

 
 
3．数値目標、経営指標の進捗状況 
1）数値目標、経営指標 
市川市では、下水道事業運営の「経営基盤の安定化」図るために、経営戦略では下記の通り数値目標を定めています。 

指標 目標 概要 
経常収支比率（％） 100％以上 単年度収支の黒字を目指す 
経費回収率（％） 100％以上 維持管理費、資本費を下水道使用料で満足する水準を目指す 
汚水処理原価 
（円/㎥） 下水道使用料単価未満 効率化等による費用低減を図る 

水洗化率 
（％） 現状以上 

未普及対策により、新規整備区域が拡大していく中で現状以上の
水洗化率を目指す 

処理人口普及率
（％） 100％ 

未普及対策事業により、令和 11年度末には臨海部の 
工業系用途地域等を除く市街化区域の下水道整備完了 

 
経営指標は下記のとおりです。 

視点 項目 
1．経営の健全性 (1) 経常収支比率(%) ※ 

(2) 累積欠損金比率(%) 
(3) 流動比率(%) 
(4) 企業債残高対事業規模比率(%) 

2．経営の効率性 (5) 経費回収率(%) ※ 
(6) 汚水処理原価(円) ※ 
(7) 施設利用率(%) 
(8) 水洗化率(%) ※ 

3．老朽化の状況 (9) 有形固定資産減価償却率(%) 

(10) 管路老朽化率(%) 

(11) 管渠改善率(%) 
※経営戦略の数値目標に定めているもの 
 
 
 
 
 
 

経営の実態を客観的にわかりやすく評価するため、 
数値目標および経営指標を用いた分析・評価を行います 
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処理区域内人口
総人口

×100

2）進捗状況 
処理人口普及率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 経常収支比率（％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇類似団体…各地方公共団体の下水道事業において、処理区域内人口、密度および供用開始後年数が類似する団体のこと。 

近隣では船橋市、松戸市、習志野市、流山市、浦安市が挙げられる。 
〇類似団体平均…各地方公共団体の下水道事業において、市川市と類似する団体の指標を平均したもの。 

【算出式】 

目標 令和 11年度末 100% 

令和 6年度 80.2％ 
 

 
※目標の分母は、市街化調整区域の 
人口を除く。 
 

【算出式】 

【令和 5年度類似団体平均】 
106.58％ 

 

経常費用(営業費用+営業外費用)
経常収益(営業収益+営業外収益)

×100

下水道使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表します。 
令和６年度の経常収支比率は、建設改良費の増大に伴い、減価償却費や支払利息等が増加したことから、前年度から減少

し、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上を達成してはいません。 
今後も経営改善に向けた取り組みとして、民間委託の活用によるコスト削減や下水道使用料改定の検討等を行い、健全経

営を続けていくための分析を行います。 
※令和 2年度は下水道使用料の徴収一元化による影響(下水道使用料 13 か月調定)により高値を示しています。 

目標 100%以上 
令和６年度 97.94％  

望ましい方向 

令和 6年度末時点の処理人口下水道普及率は 80.2％です。 
目標達成するための取組として、上流域における先行整備を行うとともに、令和 2年度より北方・国分地区において、 

民間事業体に設計・施工を一括で発注するデザインビルド方式の導入を実施しています。 
また、未普及対策等による下水道整備区域の拡大に伴い、令和 5年度の 79.0％から令和 6年度は 80.2％となり、 

1.2 ポイント増加しました。 
今後も引き続き、効率的に整備量を増大させるための取組を行います。 

 

望ましい方向 
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(2) 累積欠損金比率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 流動比率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【算出式】 
当年度未処理欠損金

営業収益－受託工事収益
×100

【令和 5年度類似団体平均】 

1.19％ 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することが 
できず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を表します。 
市川市は、累積欠損金はありません。 

流動資産
流動負債

×100

108.70％ 

【算出式】 

短期的な債務に対する支払能力を表します。 
市川市では、建設改良費の増大に伴い、流動負債の企業債元金が増加傾向であることから、令和 3年度から流動比

率は 100％を下回っており、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておりません。流動負債に含まれる企業債の
償還元金は、将来の下水道使用料(流動資産)で充当するこのことから、支払能力を高めるための経営改善を図っていく
必要があります。 

望ましい方向 

望ましい方向 

【令和 5年度類似団体平均】 
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(4) 企業債残高対事業規模比率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 経費回収率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

460.03％ 

企業債残高－一般会計負担額
営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金

×100

【令和 5年度類似団体平均】 

【算出式】 

下水道使用料に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表します。 
類似団体平均と比較し企業債残高は、未普及対策事業等の進捗に伴い、その財源である企業債の借入額が増加してい

ることから、毎年度増加傾向となります。 
このことから、将来の企業債元利償還金の負担増による、資金収支悪化が見込まれるため、適切な投資・財政計画を立

て、長期的な資金管理を行い、資金の確保を図っていきます。 

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表します。 
経費回収率は、100％以上であることが望ましいですが、令和３年度以降 100％を下回り、必要経費を賄えるほどの下水

道使用料を確保できていない状況が継続しています。その理由は、建設改良費の増大により、減価償却費や支払利息等の汚
水処理費用が、増加傾向であることが挙げられます。 
今後も経営改善に向けた取り組みとして、民間委託の活用によるコスト削減や下水道使用料改定の検討等を行い、健全経

営を続けていくための分析を行います。 
※令和 2年度は下水道使用料の徴収一元化による影響(下水道使用料 13 か月調定)で一時的に高い水準となって 
おります。 

【算出式】 

101.33％ 

【令和 5年度類似団体平均】 

目標 100%以上 
令和６年度 95.44％  

望ましい方向 

望ましい方向 
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目標 下水道使用料単価※未満 
令和６年度 
下水道使用料単価 143.74円 
汚水処理原価     150.60円 

 
 
 

(6) 汚水処理原価(円) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) 施設利用率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

有収水量 1㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係る 
コストを表しています。 
令和６年度の汚水処理原価は、下水道使用料単価を上回っており目標を達成できていません。また、類似団体平均と 

比較しても高く、本市汚水処理に係るコストは高い値を示していることがわかります。理由として、汚水建設改良費の増加に 
伴う減価償却費や支払利息等の増があげられます。 
今後も、未普及対策等による下水道整備は継続することから、汚水資本費の増加が見込まれますが、維持管理費面で 

汚水処理コスト削減に努めていく必要があります。 

【令和５年度類似団体平均】 

※下水道使用料単価 
【算出式】 

114.16円 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を 
判断する指標です。 
類似団体平均と比較すると、市川市の汚水処理施設(菅野終末処理場)は適切な稼働率で利用できていると考えておりま

す。引き続き、処理能力と適正処理水量から稼働率を適宜評価し、効率的な稼働率を維持するための取組を行っていきます。 

【算出式】 
晴天時一日平均処理水量
晴天時現在処理能力

×100

62.65％ 
【令和 5年度類似団体平均】 

【算出式】 

望ましい方向 

望ましい方向 

年間有収水量
汚水処理費用(公費負担分を除く)

×100



   9 

 
(8) 水洗化率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 有形固定資産減価償却率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【算出式】 

97.54％ 
【令和 5年度類似団体平均】 

現在処理区域内人口のうち、実際に公共下水道管に接続し汚水処理している人口の割合を表しています。 
目標の計画策定時(令和元年度 92.71％)の現状以上から、令和 6年度にかけてほぼ横ばいで推移しています。 
理由は、未普及対策の実施に伴う処理区域内人口の増加に対し、水洗化人口は新たな対象者の下水道の接続に伴い 

増加するためです。 
今後も、目標達成および適正な収入確保に向けた、水洗化率の改善を達成するために、水洗化普及員による普及啓発や 

水洗便所改造資金貸付金制度の周知及び活用を行っていきます。 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を 
示しています。 
 本市は平成 30年度で公営企業会計に移行し 0%からスタートしたため、有形固定資産減価償却率は低値を示して 
いますが、経年比較すると年々増加傾向を示しています。 
今後、既存資産の減価償却とあわせて、建設改良費の増大により減価償却費は増額していくことから、 

収支均衡させるための収支計画の分析を行います。 

29.31％ 

【令和 5年度類似団体平均】 

減価償却累計額
償却資産

×100

【算出式】 

目標 現状以上 
計画策定時令和元年度 93.54％ 
令和６年度      90.77％  

望ましい方向 

望ましい方向 
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(10) 管路老朽化率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 管渠改善率(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示しております。 
市川市は、昭和 47年度に供用開始した管渠が、令和 4年度で法定耐用年数を迎えました。今後より一層の老朽化対策が 

求められますが、令和元年度に策定した「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的かつ効率的な更新を行っていきます。 

【算出式】 
法定耐用年数を経過した管路延長

下水管布設延長
×100

13.81％ 
【令和 5年度類似団体平均】 

【令和 5年度類似団体平均】 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握することができます。 
令和 4年度以降は０％を示していますが、指標対象の管渠(本管)ではなく、取付管の更新工事を実施したためです。今

後、管渠の更新工事も予定しています。 
引き続き、令和元年度に策定した「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的かつ効率的な更新を行っていきます。 

【算出式】 

0.16％ 

望ましい方向 

望ましい方向 
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4.経営状況の評価 
 
1）経営指標から現状と課題を整理します 
① 経営の健全性および効率性について 

未普及対策事業の進捗等に伴い、整備費用およびその財源となる企業債の借入額は増加し、汚水に係る企業債残高、
企業債元利償還額は増加傾向を示しています。また、管路施設の供用開始に伴い、減価償却費、流域下水道事業維持
管理費負担金等の汚水処理経費も増加傾向を示しています。 
一方、経費の財源となる下水道使用料は、未普及対策の進捗により、一定の増収が見られましたが、令和６年度の経常

収支比率、経費回収率はいずれも 100％を下回り、汚水処理経費を賄うほどの増収にはなりませんでした。これは、企業債
の元利償還金、減価償却費、流域下水道事業維持管理費負担金といった費用が増加している一方で、使用料収入の伸
びが費用増加に追い付いていないためで、下水道使用料で賄えていない状態が継続しています。 

 
② 老朽化の状況について 

老朽化の状況については、本市は平成 30年度に公営企業会計に移行したため、有形固定資産減価償却率は低い値を 
示していますが、昭和 47 年度に供用を開始した管渠が令和 4 年度に法定耐用年数を迎えたことから、今後、管路老朽化
率の上昇を見込んでいます。 
老朽化対策については、一部、老朽化の著しい管渠の更新工事を実施済ですが、引き続き管渠の老朽化状況に合わせ

て、計画的に更新工事の実施時期を設定して進める必要があります。 
 

 
2）現状と課題を踏まえた今後の対策 
本市の下水道事業は、中期ビジョンに掲げる「安心で快適な下水道の礎を築く」に沿い、引き続き、事業効果を勘案した効

率的な整備拡大を積極的に進め、都市基盤が充実した住みよいまちを目指すため、未普及対策事業を推進する必要がありま
す。 
その他にも、市民の生命や財産を守り、強靭なまちづくりを進めるための、浸水対策事業や地震対策事業、また、施設の老朽

化対策として、予防保全型の計画的な長寿命化事業も必要となります。 
このように、本市の掲げるまちづくりの実現のためには、今後も多額の投資を伴うこととなり、整備の進捗により減価償却費等の

汚水処理経費が継続的に増加することから、将来にわたり安定的な事業運営を行うためには、民間活力の活用や広域化など
の経営効率化に向けた取組みを進めるとともに、下水道接続率の向上のための啓発や指導に加えて、適正な下水道使用料水
準の定期的な検討などの収益向上に向けた取り組みを行う必要があります。 
これらの取り組みに加えて、今後も引き続き、下水道使用料改定の効果を含め経営状況の分析を行い、経営改善に向けて

努めてまいります。 




